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主 要 判 決 全 文 紹 介

　拒絶査定不服審決取消訴訟において、原告（拒絶査定不服審判請求人）は、１（審決）取消事由１（手
続違背）及び２（審決）取消事由２（進歩性判断の誤り）を主張した。
　被告はいずれも反論した。
　裁判所は、原告が縷々述べた、１（審決）取消事由１（手続違背）の事実を認めることなく、また、２（審
決）取消事由２（進歩性判断の誤り）では、本願発明と引用発明の相違点である相違点４の看過はなかっ
たこと、並びに審決に係る周知技術の適用について周知例１及び乙１公報の記載から導き出される周知
技術１から３を適用して本願発明にいたる動機付けがあるとし、引用発明に周知技術１から３を適用す

直 也

≪知的財産高等裁判所≫
拒絶査定不服審決取消訴訟

（「携 用グリップ」（特願2016－546535号）出願手続違背及び進歩性誤認事件）
［上］（全２回）

−平成30年（行ケ）第10031号、平成31年２月６日判決言渡−


